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熊本市教育長の給与等に関する条例（平成１０年条例第１７号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４

条第３項の規定に基づき熊本市教育委員会教育長（以下「教育長」と

いう。）の給与等及び勤務時間その他の勤務条件について定めるもの

とする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４

条第３項の規定に基づき熊本市教育委員会教育長（以下「教育長」と

いう。）の給与等及び勤務時間その他の勤務条件について定めるもの

とする。 

（給料） （給料） 

第２条 教育長の給料月額は、７７２，０００円とする。 第２条 教育長の給料月額は、７１５，０００円とする。 

第３条～第９条 （略）  第３条～第９条 （略）  

附 則 （略） 附 則 （略） 

  

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


